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はじめに 

 
中外製薬株式会社は、1925 年に創業した製薬企業です。創業当時の輸⼊医薬品の国内販売の

業態から、その後国内外に研究所や⼯場を整備し、様々な製品開発を通して⽇本をはじめ世界
の医療に貢献してきました。 

当社は、「⾰新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、世界の医療と⼈々
の健康に貢献します」という企業理念のもと、「すべての⾰新は患者さんのために」という事業
哲学を掲げ、今後も絶え間ない挑戦を続けていきます。 

2016 年(平成 28 年)3 ⽉、横浜市⼾塚区に新たな事業⽤地を購⼊することとし、その後この
事業⽤地の詳細な活⽤⽅法を検討し、このたび創薬研究、開発研究等の先端的な研究を展開す
るための新たな研究所の建設を計画しています。 

建設計画においては、周辺の街並みとの調和を図るとともに、近隣の皆様⽅がご利⽤いただ
ける公園・緑地等を確保して、連続するまとまった緑の空間を創出するなど、街の魅⼒向上に
寄与する計画としています。 

本事業は、その規模要件から「横浜市環境影響評価条例」の第 1 分類事業（⾃然科学研究所
の建設）に該当し、同条例に基づき環境影響評価⼿続きを進めてまいりました。2019 年(令和
元年)に⼯事着⼯し、2022 年(令和４年)の供⽤開始を⽬標としており、今回、「事後調査計画書
(⼯事中)」として、⼯事中に実施する事後調査について調査⼿法等をとりまとめました。 

 
 

 
  



 

横浜市環境影響評価条例の⼿続の流れ 

 
資料：「横浜市の環境影響評価制度」（横浜市環境創造局環境影響評価課 平成29年6⽉） 

  



 

本書提出までの環境影響評価⼿続経緯⼀覧（配慮書〜⽅法書段階） 
項⽬ ⽇付 備考 

計
画
段
階
配
慮
書
⼿
続 

提出 平成 29 年 4 ⽉ 11 ⽇  
公告 平成 29 年 4 ⽉ 25 ⽇  

縦覧 
平成 29 年 4 ⽉ 25 ⽇ 

〜5 ⽉ 9 ⽇ 
15 ⽇間 

環境情報を記載した書⾯の受付 
平成 29 年 4 ⽉ 25 ⽇ 

〜5 ⽉ 9 ⽇ 
0 通 

環境影響評価審査会(1 回⽬) 平成 29 年 4 ⽉ 28 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(2 回⽬) 平成 29 年 6 ⽉ 5 ⽇ 関内中央ビル 
配慮市⻑意⾒書の送付 平成 29 年 6 ⽉ 27 ⽇  
配慮市⻑意⾒書の公告 平成 29 年 7 ⽉ 5 ⽇  

配慮市⻑意⾒書の縦覧 
平成 29 年 7 ⽉ 5 ⽇ 

〜7 ⽉ 19 ⽇ 
15 ⽇間 

環
境
影
響
評
価
⽅
法
書
⼿
続 

提出 平成 29 年 9 ⽉ 11 ⽇  
公告 平成 29 年 9 ⽉ 25 ⽇  

縦覧 
平成 29 年 9 ⽉ 25 ⽇ 

〜11 ⽉ 8 ⽇ 
45 ⽇間 

意⾒書の受付 
平成 29 年 9 ⽉ 25 ⽇ 

〜11 ⽉ 8 ⽇ 
17 通 

環境影響評価審査会(1 回⽬) 平成 29 年 9 ⽉ 27 ⽇ 関内中央ビル 

説明会の開催 
平成 29 年 10 ⽉ 13 ⽇(⾦) 
平成 29 年 10 ⽉ 14 ⽇(⼟) 

男⼥共同参画センター横浜 
⼾塚公会堂 

環境影響評価審査会(2 回⽬) 平成 29 年 10 ⽉ 26 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(3 回⽬) 平成 29 年 11 ⽉ 28 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(4 回⽬) 平成 29 年 12 ⽉ 11 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(5 回⽬) 平成 29 年 12 ⽉ 25 ⽇ 関内中央ビル 
⽅法市⻑意⾒書の送付 平成 30 年 1 ⽉ 19 ⽇  
⽅法市⻑意⾒書の公告 平成 30 年 1 ⽉ 25 ⽇  

⽅法市⻑意⾒書の縦覧 
平成 30 年 1 ⽉ 25 ⽇ 

〜2 ⽉ 23 ⽇ 
30 ⽇間 

 

  



 

本書提出までの環境影響評価⼿続経緯⼀覧（準備書〜評価書〜事後調査段階） 
項⽬ ⽇付 備考 

環
境
影
響
評
価
準
備
書
⼿
続 

提出 平成 30 年 8 ⽉ 10 ⽇  
公告 平成 30 年 8 ⽉ 24 ⽇  

縦覧 
平成 30 年 8 ⽉ 24 ⽇ 

〜10 ⽉ 9 ⽇ 
47 ⽇間 

意⾒書の受付 
平成 30 年 8 ⽉ 24 ⽇ 

〜10 ⽉ 9 ⽇ 
20 通 

説明会の開催 
平成 30 年 9 ⽉ 7 ⽇(⾦) 
平成 30 年 9 ⽉ 8 ⽇(⼟) 

⼾塚公会堂 

環境影響評価審査会(1 回⽬) 平成 30 年 9 ⽉ 14 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(2 回⽬) 平成 30 年 9 ⽉ 27 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(3 回⽬) 平成 30 年 10 ⽉ 31 ⽇ 関内中央ビル 
準備書意⾒⾒解書の提出 平成 30 年 11 ⽉ 5 ⽇  
準備書意⾒⾒解書の公告 平成 30 年 11 ⽉ 15 ⽇  

準備書意⾒⾒解書の縦覧 
平成 30 年 11 ⽉ 15 ⽇ 

〜11 ⽉ 29 ⽇ 
15 ⽇間 

意⾒陳述の申出 
平成 30 年 11 ⽉ 15 ⽇ 

〜11 ⽉ 29 ⽇ 
2 ⼈ 

環境影響評価審査会(4 回⽬) 平成 30 年 11 ⽉ 28 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(5 回⽬) 平成 30 年 12 ⽉ 11 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(6 回⽬) 平成 31 年 1 ⽉ 15 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(7 回⽬) 平成 31 年 1 ⽉ 29 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(8 回⽬) 平成 31 年 2 ⽉ 14 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(9 回⽬) 平成 31 年 3 ⽉ 1 ⽇ 関内中央ビル 
環境影響評価審査会(10 回⽬) 平成 31 年 3 ⽉ 14 ⽇ 関内中央ビル 
審査書の送付 平成 31 年３⽉ 20 ⽇  
審査書の公告 平成 31 年４⽉５⽇  

審査書の縦覧 
平成 31 年４⽉５⽇ 

〜令和元年５⽉ 7 ⽇ 
33 ⽇間 

環
境
影
響 

評
価
書
⼿
続 

提出 令和元年 5 ⽉ 31 ⽇  
公告 令和元年 6 ⽉ 14 ⽇  

縦覧 
令和元年 6 ⽉ 14 ⽇ 

〜令和元年 7 ⽉ 16 ⽇ 
33 ⽇間 

事
後
調
査 

⼿
続 ⼯事着⼿届出書 令和元年 6 ⽉ 17 ⽇  
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第１章 対象事業の計画内容 
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第 1 章 対象事業の計画内容 
1.1 事業者の⽒名及び住所 

⽒ 名：中外製薬株式会社 代表取締役社⻑ ⼩坂 達朗 
住 所：東京都北区浮間五丁⽬ 5 番 1 号 
 

1.2 対象事業の名称 
名 称：中外製薬株式会社 横浜研究拠点プロジェクト 
 

1.3 対象事業の種類、規模 
種 類：⾃然科学研究所の建設（第１分類事業） 
規 模：対象事業実施区域⾯積：約 18ha 

（⾃然科学研究所を新設する部分の敷地⾯積※：約 9ha） 
 

※：横浜市環境影響評価条例施⾏規則第３条の第１分類事業の要件（⾃然科学研究所の建設の新設の事業
であって、当該新設する部分の敷地⾯積が３ヘクタール以上であるもの）に対応する⾯積 

 
1.4 対象事業実施区域 

対象事業実施区域：⻄側敷地：横浜市⼾塚区⼾塚町字三ノ区 216-1 ほか 
東側敷地：横浜市⼾塚区上倉⽥町字堀内前 79-1 ほか（図 1.4-1 参照） 
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図 1.4-1 対象事業実施区域位置図  
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1.5 対象事業の概要 
1.5.1 対象事業の計画内容 

対象事業の計画内容は、表 1.5-1 に⽰すとおりです。 
 

表 1.5-1 対象事業の計画内容※1 

項 ⽬ ⻄側敷地 東側敷地 河川横断部 

対象事業実施区域 
横浜市⼾塚区⼾塚町 
字三ノ区 216-1 ほか 

横浜市⼾塚区上倉⽥町 
字堀内前 79-1 ほか 

− 

主 要 ⽤ 途 研究所等 研究所、福利厚⽣施設等 通⾏橋 
⽤ 途 地 域 ⼯業地域 − 

指定容積率/建ぺい率 200％ / 60% 200% / 60% − 
計画容積率/建ぺい率 約 137％ / 約 40% 約 13％ / 約 5% − 

対象事業 
実施区域⾯積※2 

約 177,100 ㎡  
（約 158,650 ㎡） 
[約  88,200 ㎡]  

約 85,200 ㎡ 
（約 79,800 ㎡） 

[約 70,100 ㎡] 

約 83,500 ㎡ 
（約 78,850 ㎡） 

[約 18,100 ㎡] 
約 8,400 ㎡ 

建 築 ⾯ 積 
約 36,000 ㎡ 

− 
約 32,000 ㎡ 約 4,000 ㎡ 

延 べ ⾯ 積※3 
約 125,000 ㎡ 

− 
約 115,000 ㎡ 約 10,000 ㎡ 

容積対象床⾯積 約 110,000 ㎡ 約 10,000 ㎡ − 
建築物の最⾼⾼さ※4 約 31ｍ 約 31ｍ − 

建築物の⾼さ※5 約 31ｍ 約 31ｍ − 
階   数 地上６階、地下１階 地上 5 階 − 

⼯事予定期間 2019 年(令和元年)〜2022 年(令和４年)（予定） 
供⽤予定時期 2022 年(令和４年)（予定） 

※1：今後の関係機関協議等により、変更する可能性があります。 
※2：対象事業実施区域⾯積は、提供公園及び道路拡幅部分等を含めた⾯積です。 

（ ）内は、敷地⾯積（提供公園及び道路拡幅部分等を除く）です。 
[ ] 内は、⾃然科学研究所を新設する部分の敷地⾯積です。 

   河川横断部は、撤去予定の既存のひさご橋・動⼒橋と、更新後の通⾏橋を含む範囲です。 
※3：延べ⾯積は、建築物の各階（機械室等含む）の床⾯積です。 
※4：建築物の最⾼⾼さは、塔屋（屋上の機械室等）の部分を含む⾼さです。 
※5：建築物の⾼さは、建築基準法施⾏令第2条第6号の規定による⾼さです。 

 
 
  



− 4 − 

1.5.2 施設配置計画 
施設配置計画の配置図は図 1.5-1、断⾯図は図 1.5-2、完成イメージ図は図 1.5-3 に⽰す

とおりです。また、施設名称及び概要は表 1.5-2 に⽰すとおりです。 
対象事業実施区域のうち⻄側敷地の計画建物は、周囲に住宅等が近接することを考慮し、

離隔をとるため東側に配置するとともに、ひとつながりの⻑⼤な壁⾯とならないよう形態
を⼯夫することで、周辺の街並みとの調和を図ります。また、敷地⻄側に緑地を確保して、
⻄側道路沿道が連続するまとまった緑の空間となるよう検討し、街の魅⼒向上にも寄与す
る計画とします。この他、敷地⻄側には近隣の⽅々もご利⽤頂ける公園を設ける計画です。 

対象事業実施区域のうち東側敷地は、⻄側に緑地を確保して、⻄側道路沿道（柏尾川側）
が連続するまとまった緑の空間となるよう検討します。また、敷地南側にはグラウンド等
を設置し、地域の⽅々にも開放する計画とします。この他、敷地北側には近隣の⽅々もご
利⽤頂ける公園を設ける計画です。なお、本事業においては、⻄側敷地南⻄側及び東側敷
地中央の建築⽤地（将来）における計画は未定ですが、今後、計画の進捗に応じて、法令
等に基づき必要な⼿続等を進めます。東側敷地の建築⽤地（将来）は、将来の計画に着⼿
するまでは、芝地とすることで景観や温熱環境に配慮するとともに、⼀部砂利敷き空間と
することで、コチドリの⽣息空間にも配慮します。 

河川横断部の通⾏橋は、既存のひさご橋（旧⼟地所有者の事業⽤地間の通⾏橋）を現状
位置近傍に更新し、河川区域内に橋脚を設けない計画とすることで河川沿いの⾒通し等に
配慮します。更新後の通⾏橋は、施設関係者が⻄側敷地と東側敷地の間を往来するために
利⽤する計画です。なお、既存のひさご橋と動⼒橋（設備配管横断橋）については、本事
業において撤去する計画です。 

 
表 1.5-2 施設名称及び概要 

敷地 施設名称 概 要 
⻄側 
敷地 

研究棟-Ｗ 実験室等を有する施設 
 ［W-01］エントランスエリア エントランスロビーや地域貢献のための開放エリア等を

有するエリア 
 ［W-02］会議エリア 来客⽤の会議室等を有するエリア 
 ［W-03〜W-05、W-07］研究エリア 実験室等を有するエリア 
 ［W-06］渡り廊下 各棟をつなぐ廊下（会議室・倉庫等含む） 

［W-08］事務エリア 事務を⾏う居室や共⽤施設(社員⾷堂等)を有するエリア 
 ［W-09］動物飼育エリア/ＲＩ実験エリア※1 動物飼育室や、ＲＩ実験室を有するエリア 
 ［W-10］エネルギーエリア 建物のエネルギー管理や、⻄側敷地における排⽔処理等を

⾏うエリア 
⻄警備棟-1、⻄警備棟-2 出⼊管理を⾏う施設 
管理棟 出⼊管理を⾏う施設、廃棄物の⼀時保管を⾏う倉庫 
倉庫-1、倉庫-2 危険物※2 の保管を⾏う倉庫 
⽴哨棟 警備員の駐在所 

東側 
敷地 

研究棟-Ｅ［Ｅ-01］ 実験室等を有する施設 
倉庫-3 危険物※2 の保管を⾏う倉庫 
倉庫-4 廃棄物の⼀時保管を⾏う倉庫 
⽔処理棟 東側敷地における排⽔処理等を⾏う施設 
福利厚⽣棟 社員のための福利厚⽣施設 
東警備棟 出⼊管理を⾏う施設 
クラブハウス、クラブハウス倉庫 グラウンド等利⽤者のための付属施設 

※1：RI（ラジオアイソトープ：放射性同位体）の取扱いにあたっては、「放射性同位元素等による放射線障害の
防⽌に関する法律」（放射線障害防⽌法；昭和 32 年 6 ⽉ 10 ⽇法律第 167 号）に基づき管理します。 

※2：危険物とは、「消防法」第 2 条第 7 項に定められ、各規制法規や条例にて保管等の基準が定められたものです。 
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図 1.5-1 施設配置図 
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図 1.5-2 施設断⾯図 
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[⻄側から⾒た建物外観イメージ] 

 

 
[東側から⾒た建物外観イメージ] 

注）現時点のイメージであり、今後変更になる可能性があります。 
図 1.5-3 完成イメージ図 
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1.6 対象事業の実施経過 
本事業では、横浜市環境影響評価条例に基づく環境影響評価書を 2019 年（令和元年）5 ⽉

に提出し、6 ⽉ 14 ⽇に公告され、環境影響評価書までの⼿続が終了しています。 
対象事業の主な許可等の状況は、表 1.6-1 に⽰すとおりです。 

 
表 1.6-1 対象事業の主な許可等の状況 

許可の内容及び根拠法令 
許可等の⼿続き状況 

（令和元年８⽉末時点） 
⼀定の規模以上の⼟地の形質の変更届出 

⼟壌汚染対策法第 4 条第 1 項 
令和元年 6 ⽉ 18 ⽇ 

開発⾏為の許可申請 
都市計画法第 29 条第 1 項 

令和元年８⽉８⽇ 

建築物の確認申請 
建築基準法第 6 条第 1 項 令和元年９⽉申請予定 
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1.7 ⼯事の施⼯計画 
1.7.1 ⼯事概要 

本事業の⼯事概要は、表 1.7-1 に⽰すとおりです。 
本事業の施⼯計画の策定及び⼯事の実施にあたっては、敷地境界（計画後）の外周を仮

囲いで囲い、⾞両出⼊⼝には適宜、交通誘導員を配置し、周辺利⽤者や⼀般歩⾏者の安全
に配慮していきます。 

表 1.7-1 ⼯事概要 
⼯種 主な⼯事内容 

準備⼯事 敷地境界（計画後）の外周に防⾳と防護を兼ねた仮囲いを設置し、⼯事を⾏うため
の整地及び仮設事務所の設置、仮設給排⽔・電気設備の引込み等を⾏います。 

道路拡幅⼯事 対象事業実施区域周囲の道路拡幅⼯事を進め、残置されている万年塀等を解体・撤
去します。 

⼭留⼯事 ⼭留壁として剛性が⾼く、遮⽔性に優れたソイルセメント柱列壁を構築または鋼⽮
板を打設し、掘削に伴う周辺地盤の変形を防⽌していきます。 

杭⼯事 

杭は、既製杭を採⽤する計画です。既製杭は、あらかじめ杭孔を⽀持地盤まで掘削
しておき、この掘削孔に既製杭を挿⼊し、圧⼊または軽打して杭先端を⽀持層に確実
に定着させます。 

杭⼯事にあわせて、深層地盤改良⼯事を⾏います。セメント系固化材を⽤いますが、
事前の配合試験にて、基準に適合することを確認した上で、施⼯します。 

掘削⼯事 バックホウ（油圧ショベル）やクラムシェルを⽤い、表層より順次掘削を⾏います。 

基礎躯体⼯事 
掘削⼯事完了後、外周部よりクローラークレーン、ラフタークレーンを使⽤して鉄

筋及び型枠の組⽴を⾏い、組⽴の完了した部分から順次コンクリートポンプ⾞を⽤い
てコンクリートの打設⼯事を⾏います。 

地下鉄⾻⼯事 
地下躯体⼯事 

基礎躯体⼯事完了後、基礎躯体と同様に、外周部よりクローラークレーン、ラフタ
ークレーンを使⽤して鉄筋及び型枠の組⽴を⾏い、順次コンクリートの打設⼯事を⾏
います。地下鉄⾻の建て⽅⼯事も外周部よりクローラークレーン、ラフタークレーン
を使⽤して⾏います。 

地上鉄⾻⼯事 
地上躯体⼯事 

外装⼯事 

外周部よりクローラークレーン、ラフタークレーンを⽤いて、地上鉄⾻の建て⽅⼯
事、床版の鉄筋コンクリート⼯事、外装材の取り付け⼯事を⾏います。 

内装⼯事 
設備⼯事 

地上躯体⼯事・外装⼯事が完了した部分から、内装⼯事・設備⼯事を⾏います。 

外構⼯事 

⻄側敷地においては、先⾏して圧密沈下の対策として地盤改良を⾏う圧密促進⼯法
等により、対象事業実施区域内の地盤の強度・安定性を⾼め、建設後における地盤沈
下の低減を図ります。 

東側敷地においては、⻄側敷地における掘削⼯事にあわせて、盛⼟⼯事を⾏います。
⻄側敷地においては、建物⼯事の進捗に応じて、盛⼟⼯事を⾏います。盛⼟材は、掘
削⼟と購⼊良質⼟を⽤います。 

また、建物⼯事の進捗に応じて、建屋周辺の植栽等の外構⼯事を⾏います。 
なお、⼯事中の排⽔は、沈砂槽により下⽔の⽔質基準以下に処理を⾏った後に、外

周部の本管に接続し、公共下⽔道に放流する計画です。 

橋梁撤去⼯事 
既存のひさご橋及びそのスロープ、動⼒橋を解体・撤去します。 
橋梁撤去⼯事については、床版・上部⼯を、分割して解体・撤去を⾏います。ひさ

ご橋の橋脚は⼟留め等を施しながら、解体・撤去を⾏います。 

橋梁新設⼯事 
橋梁新設⼯事については、⻄側敷地及び東側敷地の敷地内において、基礎杭の打設、

橋脚の躯体を構築します。また、既設橋梁上で主桁の地組を⾏った後、主桁の架設等
を⾏います。 

  



− 12 − 

1.7.2 ⼯事⼯程表 
本事業は、2019 年(令和元年)から 2022 年(令和４年)までの間で、約 3 年の⼯事期間を

予定し、2022 年(令和４年)の供⽤開始を⽬標としています。 
⼯事⼯程は、表 1.7-2 に⽰すとおりです。⼯事⼯程は、施⼯計画の詳細検討等により、

評価書時点から更新しました。 
 

1.7.3 ⼯事⽤⾞両ルート 
本事業の⼯事⽤⾞両の主な⾛⾏ルートは、図 1.7-1 に⽰すルートを予定しています。 
⻄側敷地の⼯事⽤⾞両の出⼊⼝は、敷地北側、⻄側、南側に設ける計画です。 
東側敷地の⼯事⽤⾞両の出⼊⼝は、敷地⻄側、北側に設ける計画です。 
なお、河川横断部の⼯事にあたっては、⾼嶋橋の⻄側から河川区域内を経由する補助ル

ートを計画しています。 
 

1.7.4 ⼯事時間帯 
⼯事時間は、原則、午前 8 時から午後 6 時までを予定しています。また、⽇曜の作業は

原則として⾏わない予定です。 
なお、騒⾳・振動による周辺への影響を及ぼさない作業や、コンクリートならし等の中

断が困難で連続して⾏う必要のある作業、橋梁⼯事における⼀部の作業、緊急時には、上
記の作業⽇時以外において、必要に応じて作業を⾏う場合があります。 
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表 1.7-2 ⼯事⼯程表（予定） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
準備⼯事
道路拡幅⼯事
⼭留⼯事
地盤改良⼯事
杭⼯事
掘削⼯事
基礎躯体⼯事
地下/地上鉄⾻・躯体⼯事
外装⼯事
内装・設備⼯事
付属棟新築⼯事
外構⼯事
準備⼯事
道路拡幅⼯事
⼭留⼯事
杭⼯事
掘削⼯事
基礎躯体⼯事
地上鉄⾻・躯体⼯事
外装⼯事
内装・設備⼯事
外構⼯事

橋梁撤去⼯事
橋梁新設⼯事

バックホウ （0.7㎥） 8 11 11 11 14 25 28 25 21 17 15 12 7 4 4 4 4 4 0 0 0 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1
バックホウ （0.45㎥） 2 3 10 12 19 21 24 20 18 15 9 6 5 5 5 4 5 5 1 0 0 2 5 7 10 10 10 8 8 8 5 3 3 3 3 3 3 3
バックホウ （0.25㎥） 0 0 3 7 7 12 16 18 18 17 7 5 2 1 1 1 1 1 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 8 5 2 5 5 4 3 3 3 3
クラムシェル 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブルドーザー 0 0 3 3 3 5 8 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 4 6 6 6 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートブレーカー 0 3 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートカッター 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エアーコンプレッサー 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0
ワイヤーソーイング 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全旋回オーガー 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMW3軸オーガー機 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発電機 6 6 4 8 13 20 25 23 19 17 15 17 17 17 17 17 16 16 10 13 11 10 8 7 7 7 7 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
鋼⽮板圧⼊機 0 5 5 0 2 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杭打機 0 0 1 4 6 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バイブロハンマー（H杭） 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートポンプ⾞ （20t） 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートポンプ⾞ （10t） 0 0 0 1 1 2 3 3 5 5 6 4 6 5 6 6 7 6 5 4 4 2 0 0 0 4 4 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン （500t） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン （350t） 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン （200t） 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 4 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン （150t） 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン （120t） 0 0 1 5 7 8 7 6 5 2 2 2 2 4 5 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン （90t） 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン （75t） 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン （70t） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テレスコクローラークレーン （75t） 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テレスコクローラークレーン （55t） 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフタークレーン （65t） 2 2 0 0 3 3 6 6 6 8 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
ラフタークレーン （50t） 0 0 0 1 5 5 8 6 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 11 11 10 9 9 10 10 9 6 5 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
ラフタークレーン （25t） 1 2 1 3 2 2 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
コンバインドローラー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0
モーターグレーダー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0
ロードローダー（マダカムローラー） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 1 0 0 1 1 2 2 1 0
タイヤローラー 0 0 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4 2 1 0 1 1 2 2 1 0
アスファルトフィニッシャー 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 1 0
稼働台数合計 台/⽇ 24 38 49 60 92 131 155 142 135 121 96 90 78 76 80 76 81 81 57 56 54 64 61 70 79 75 67 65 63 49 30 21 19 18 22 19 12 7

⼤型⾞ 台/⽇ 191 82 64 249 277 573 563 642 559 704 774 730 669 568 634 656 771 641 551 433 565 546 657 535 463 406 318 167 214 121 115 143 92 49 49 49 40 20
⼩型⾞ 台/⽇ 345 354 354 451 468 468 392 409 385 404 468 468 468 468 468 468 466 468 468 468 468 469 469 468 468 468 168 162 162 160 160 160 160 160 160 160 155 105
⼩ 計 台/⽇ 536 436 418 700 745 1041 955 1051 944 1108 1242 1198 1137 1036 1102 1124 1237 1109 1019 901 1033 1015 1126 1003 931 874 486 329 376 281 275 303 252 209 209 209 195 125
⼤型⾞ 台/⽇ 147 33 74 74 81 79 74 29 10 29 29 88 88 83 39 24 24 49 46 67 92 49 95 168 137 104 100 112 96 115 95 84 84 84 84 84 84 42
⼩型⾞ 台/⽇ 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 8 24 24 24 24 24 44 44 44 654 654 704 684 682 682 682 482 382 332 192
⼩ 計 台/⽇ 182 35 76 76 83 81 76 31 12 31 31 90 90 85 41 26 26 55 54 91 116 73 119 192 181 148 144 766 750 819 779 766 766 766 566 466 416 234
⼤型⾞ 台/⽇ 338 115 138 323 358 652 637 671 569 733 803 818 757 651 673 680 795 690 597 500 657 595 752 703 600 510 418 279 310 236 210 227 176 133 133 133 124 62
⼩型⾞ 台/⽇ 380 356 356 453 470 470 394 411 387 406 470 470 470 470 470 470 468 474 476 492 492 493 493 492 512 512 212 816 816 864 844 842 842 842 642 542 487 297

台/⽇ 718 471 494 776 828 1,122 1,031 1,082 956 1,139 1,273 1,288 1,227 1,121 1,143 1,150 1,263 1,164 1,073 992 1,149 1,088 1,245 1,195 1,112 1,022 630 1,095 1,126 1,100 1,054 1,069 1,018 975 775 675 611 359
注）施⼯計画の詳細検討に基づき、評価書時点から更新しました。

⽉

区
域

合計

⻄側敷地

東側敷地

東
側
敷
地

⻄
側
敷
地

主
要
建
設
機
械
稼
働
台
数

令和元年（2019年） 令和2年（2020年） 令和3年（2021年） 令和4年（2022年）
⼯事開始累積⽉

年
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図 1.7-1 ⼯事⽤⾞両の主な⾛⾏ルート  
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1.7.5 ⼯事中に配慮する事項 
評価書において、⼯事中に実施することとした環境の保全のための措置は、表 1.7-3(1)

〜(2)に⽰すとおりです。 
 
表 1.7-3(1) 評価書において⼯事中に実施することとした環境の保全のための措置 

環境影響 
評価項⽬ 

環境影響 
要因 環境の保全のための措置 

⽣
物
多
様
性 

動物 建物の建設 

・⻄側敷地及び東側敷地の⼯事区域境界には、仮囲いを設置します。 
・可能な限り低騒⾳型の建設機械を採⽤するなど、騒⾳の低減に努めます。 
・低振動⼯法の採⽤など、振動の低減に努めます。 
・河川区域内での仮設⼯事に伴う⼀時的な改変範囲は、必要最⼩限に抑える

よう努めます。 
・河川内での作業は、原則として渇⽔期（11 ⽉頃〜５⽉頃）を主とするこ

とで、作業時期を極⼒限定するとともに、河川の増⽔による⼟砂・濁⽔等
の流出を抑えるよう努めます。 

・既存の橋脚の撤去に際しては、橋脚周囲に鋼⽮板による⼟留等を施すな
ど、⼟砂・濁⽔等の流出抑制対策を図ります。 

植物 建物の建設 

・河川区域内での仮設⼯事に伴う⼀時的な改変範囲は、必要最⼩限に抑える
よう努めます。 

・河川内での作業は、原則として渇⽔期（11 ⽉頃〜５⽉頃）を主とするこ
とで、作業時期を極⼒限定するとともに、河川の増⽔による⼟砂・濁⽔等
の流出を抑えるよう努めます。 

・既存の橋脚の撤去に際しては、橋脚周囲に鋼⽮板による⼟留等を施すな
ど、⼟砂・濁⽔等の流出抑制対策を図ります。 

・河川区域内での仮設⼯事の着⼿前に注⽬すべき植物種の有無を確認し、改
変予定範囲内に注⽬すべき植物種が確認された場合には、河川管理者で
ある神奈川県と協議の上、必要に応じて移植等の対応を検討します。 

⽣態系 建物の建設 

・⻄側敷地及び東側敷地の⼯事区域境界には、仮囲いを設置します。 
・可能な限り低騒⾳型の建設機械を採⽤するなど、騒⾳の低減に努めます。 
・低振動⼯法の採⽤など、振動の低減に努めます。 
・河川区域内での仮設⼯事に伴う⼀時的な改変範囲は、必要最⼩限に抑える

よう努めます。 
・河川内での作業は、原則として渇⽔期（11 ⽉頃〜５⽉頃）を主とするこ

とで、作業時期を極⼒限定するとともに、河川の増⽔による⼟砂・濁⽔等
の流出を抑えるよう努めます。 

・既存の橋脚の撤去に際しては、橋脚周囲に鋼⽮板による⼟留等を施すな
ど、⼟砂・濁⽔等の流出抑制対策を図ります。 

・河川区域内での仮設⼯事の着⼿前に、注⽬すべき植物種の有無を確認し、
改変予定範囲内に注⽬すべき植物種が確認された場合には、河川管理者
である神奈川県と協議の上、必要に応じて移植等の対応を検討します。 

廃棄物・ 
建設発⽣⼟ 

建物の建設 
 
地下掘削・ 
盛⼟ 

⼯事の実施により発⽣する産業廃棄物、建設発⽣⼟については、排出事業
者である元請業者と協⼒し、次の事項を実施します。 
・建設資材等の搬⼊にあたっては、過剰な梱包を控え、産業廃棄物の発⽣抑

制を図ります。 
・⼯事現場内に産業廃棄物保管場所を設置して、⾶散防⽌や分別保管に配慮

することで、再利⽤・再資源化に寄与します。 
・特定建設資材廃棄物については「建設⼯事に係る資材の再資源化等に関す

る法律」に基づき、⼯事現場内で分別を⾏い、極⼒再資源化に努めます。 
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、許可を有する産業廃棄

物処理業者に委託し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付の上、運
搬・処分先を明確にして、適正に処理します。 

・産業廃棄物の搬出運搬時には、荷崩れや⾶散等が⽣じないように荷台サイ
ドカバーを使⽤するなど適切な対策を講じます。 

・建設発⽣⼟は、再利⽤可能なものは、出来るだけ場内利⽤もしくは他の⼯
事現場等の受⼊先に搬出します。 

・建設発⽣⼟を搬出する際は、適正な積み込み量とする、荷台サイドカバー
を活⽤するなど、⾶散防⽌のための措置を講じます。 
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表 1.7-3(2) 評価書において⼯事中に実施することとした環境の保全のための措置 
環境影響 
評価項⽬ 

環境影響 
要因 環境の保全のための措置 

⼤気質 

建 設 機 械 の
稼働 

・可能な限り最新の排出ガス対策型建設機械を使⽤します。 
・施⼯計画を⼗分に検討し、建設機械の集中稼働を回避します。 
・⼯事関係者に対して、建設機械のアイドリングストップの徹底を周知し、

無⽤な空ぶかしや⾼負荷運転をしないための指導・教育を徹底します。 
・正常な運転を実施できるよう、建設機械の整備・点検を徹底します。 
・⼯事区域境界には仮囲いを設置します。 
・⼯事現場内では、必要に応じて散⽔、粉じん防⽌⽤のネット・シートを設

置するなど、粉じんの⾶散防⽌のための措置を⾏います。 

⼯事⽤⾞両
の⾛⾏ 

・⼯事⽤⾞両が特定の⽇、または時間帯に集中しないよう、計画的な運⾏管
理に努めます。 

・⼯事関係者に対して、⼯事⽤⾞両のアイドリングストップの徹底、無⽤な
空ぶかし、過積載や急発進・急加速等の⾼負荷運転をしない等のエコドラ
イブに関する指導・教育を徹底します。 

・建設発⽣⼟を搬出する際は、適正な積み込み量とする、荷台サイドカバー
を活⽤するなど、⾶散防⽌のための措置を講じます。 

騒⾳ 

建 設 機 械 の
稼働 

・可能な限り最新の低騒⾳型建設機械を使⽤します。 
・施⼯計画を⼗分に検討し、建設機械の集中稼働を回避します。 
・⼯事関係者に対して、建設機械のアイドリングストップの徹底を周知し、

無⽤な空ぶかしや⾼負荷運転をしないための指導・教育を徹底します。 
・⼯事区域境界には仮囲いを設置します。 
・正常な運転を実施できるよう、建設機械の整備・点検を徹底します。 

⼯事⽤⾞両
の⾛⾏ 

・⼯事⽤⾞両が特定の⽇、または時間帯に集中しないよう、計画的な運⾏管
理に努めます。 

・⼯事関係者に対して、⼯事⽤⾞両のアイドリングストップの徹底、無⽤な
空ぶかし、過積載や急発進・急加速等の⾼負荷運転をしない等のエコドラ
イブに関する指導・教育を徹底します。 

振動 

建 設 機 械 の
稼働 

・可能な限り低振動の⼯法を採⽤します。 
・施⼯計画を⼗分に検討し、建設機械の集中稼働を回避します。 
・建設機械に無理な負荷をかけないようにします。 
・建設機械のオペレーターに対し、低速⾛⾏等の徹底を指導します。 
・正常な運転を実施できるよう、建設機械の整備・点検を徹底します。 

⼯事⽤⾞両
の⾛⾏ 

・⼯事⽤⾞両が特定の⽇、または時間帯に集中しないよう、計画的な運⾏管
理に努めます。 

・⼯事関係者に対して、⼯事⽤⾞両のアイドリングストップの徹底、無⽤な
空ぶかし、過積載や急発進・急加速等の⾼負荷運転をしない等のエコドラ
イブに関する指導・教育を徹底します。 

地域社会 
(交通混雑、 

歩⾏者の 
安全) 

⼯ 事 ⽤ ⾞ 両
の ⾛ ⾏ に 伴
う交通混雑 
（⾃動⾞） 

・⼯事⽤⾞両が特定の⽇、特定の時間帯に集中しないよう、計画的な運⾏管
理に努めます。 

・周辺道路での路上待機⾞両が発⽣しないよう、⼊退場時間の事前調整及び
⼯事⽤⾞両の運転者への指導を徹底します。 

⼯事⽤⾞両
の⾛⾏に伴
う歩⾏者の
安全 

・⼯事⽤⾞両の出⼊⼝付近に、誘導員を配置し、⼀般通⾏者・⼀般通⾏⾞両
の安全管理や通⾏の円滑化に努めます。 

・周辺に⼩学校等があることに留意して、⼯事⽤⾞両の運転者に対する交通
安全教育を⼗分に⾏い、規制速度、⾛⾏ルートの厳守を徹底します。 
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第 2 章 事後調査の実施に関する事項 
事後調査とは、環境影響が予測されるとして調査・予測・評価を⾏った環境影響評価項⽬

に対して、予測・評価の不確実性を補い、環境の保全のための措置の適正な履⾏状況等を確
認することを⽬的とし、対象事業実施区域及びその周辺の環境調査、⼯事または施設の状況
調査等を実施するものです。 

事後調査は、環境影響評価において、環境に及ぼす影響が⽐較的⼤きいと想定された環境
影響評価項⽬、並びに予測･評価項⽬において、不確実性が⼤きいと考える環境影響評価項⽬
等を対象として⾏います。 

 
2.1 評価書で記載した事後調査の項⽬及び⼿法 

環境影響評価書において⼯事中の事後調査項⽬として選定した項⽬は、表 2.1-1 に⽰すと
おりです。 

事後調査の内容は、表 2.1-2 に⽰すとおりです。なお、現地調査を伴う調査は、⼯事の進
捗等を踏まえて実施するため、調査位置、調査時期はその状況に応じて前後する可能性があ
ります。 

 
表 2.1-1 選定した事後調査項⽬及び選定した理由（⼯事中） 

項⽬ 環境影響要因 選定の 
有無 選定した理由 

⽣物多様性 
（動物、植物、⽣態系） 建物の建設 ● 

環境の保全のための措置として挙げた、注⽬すべき
植物種の移植等の検討については、不確実性があると
考えるため、注⽬すべき植物種を対象に選定します。 

⼤気質 建設機械の稼働 ● 

建設機械の稼働に伴う⼤気質への影響は、環境保全
⽬標を達成するものの、居住環境が近接している⼯事
区域境界付近で⼆酸化窒素の⽇平均値の 98%値が
0.044ppm と⽐較的⾼い値が予測されたため、選定し
ます。 

騒⾳ 建設機械の稼働 ● 

建設機械の稼働に伴う騒⾳の影響は、環境保全⽬標
を達成するものの、柏尾川側境界であるが⼯事区域境
界付近で最⼤ 82.5dB と⽐較的⾼い値が予測されたた
め、選定します。 

振動 建設機械の稼働 ● 

建設機械の稼働に伴う振動の影響は、環境保全⽬標
を達成するものの、柏尾川側境界であるが⼯事区域境
界付近で最⼤ 68.3dB と⽐較的⾼い値が予測されたた
め、選定します。 
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表 2.1-2 事後調査の内容（⼯事中） 
項⽬ 調査項⽬ 調査位置 調査頻度 調査時期 調査⽅法 

⽣物多様性 
（動物、 

植物、 
⽣態系） 

植物 
（ 注 ⽬ す べ き 植 物
種：カワヂシャ、イ
トモ、タコノアシ、
ミズキンバイ） 

河川区域内での
⼯事範囲 
（移植後のモニ
タリングは、移
植先） 

・移植：植物種
毎に各１回 

・モニタリング：
移植を実施
した植物種
毎に各１回 

（⼯事等の状
況及び種毎
に応じて適
切な時期） 

河川区域内での仮設
⼯事開始前及び移植
等の実施後(翌年)の
適切な時期（⼯事等
の状況及び種毎に応
じて適切な時期） 

現地踏査により、注⽬すべ
き種を確認する⽅法としま
す（事前調査と同様の⽅法と
します。）。 

なお、移植の対象は、河川
区域内での⼯事作業により
消失するおそれのある個体
とします。移植前に改めて、
対象となる個体の有無につ
いて事前確認を実施します。 

環 境 の 保 全 の た め
の措置の実施状況 
(移植対応については上記) 

河川区域内 適宜 河川区域内での⼯事
期間中 

⼯事資料の整理等により
確認する⽅法とします。 

⼤気質 建 設 機 械 の 稼 働 に
伴う⼤気質（⼆酸化
窒素、浮遊粒⼦状物
質）濃度 

居住環境が近接
する⻄側敷地の
⼯事区域境界付
近の３地点（⻄
側敷地の北⾯・
⻄⾯・南⾯）、東
側敷地の⼯事区
域境界付近の１
地点（東側敷地
の北⾯） 
図 2.1-1 参照 

1 回 
（１週間） 

予測時点（⼯事の最
盛期）における代表
的な１週間 
 

⼆酸化窒素は「⼆酸化窒素
に係る環境基準について」
（昭和 53 年 7 ⽉ 11 ⽇ 環
境庁告⽰第 38 号）に定めら
れている測定⽅法または簡
易法（PTIO 法）、浮遊粒⼦状
物質は「⼤気の汚染に係る環
境基準について」（昭和 48 年
5 ⽉ 8 ⽇ 環境庁告⽰第 25
号）に定められている測定⽅
法に準拠します※。 
※：４地点のうち２地点（⻄
側敷地・東側敷地）を公定法
（⼆酸化窒素・浮遊粒⼦状物
質）、２地点（⻄側敷地）を簡
易法（⼆酸化窒素）。 

環 境 の 保 全 の た め
の措置の実施状況 

⼯事区域内 適宜 ⼯事開始から上記、
現地調査⽇まで 

⼯事資料の整理等により
確認する⽅法とします。 

騒⾳ 建 設 機 械 の 稼 働 に
伴う騒⾳レベル 

居住環境が近接
する⻄側敷地の
⼯事区域境界付
近の３地点（⻄
側敷地の北⾯・
⻄⾯・南⾯）、東
側敷地の⼯事区
域境界付近の１
地点（東側敷地
の北⾯） 
図 2.1-1 参照 

１回 
（平⽇１⽇） 

予測時点（⼯事の最
盛期）における代表
的な１⽇（⼯事時間
に前後１時間を加え
た時間帯） 

「特定建設作業に伴って
発⽣する騒⾳の規制に関す
る基準」（昭和 43 年 厚⽣・
建設省告⽰第１号）及び「環
境騒⾳の表⽰・測定⽅法」（JIS 
Z 8731）に準拠し、１時間毎
の 90％レンジの上端値ＬA5
を測定する⽅法とします。 

建 設 機 械 の 稼 働 台
数・概ねの稼働位置 

⼯事区域内 １回 
（平⽇１⽇） 

上記、現地調査⽇と
同⽇に実施 

⼯事資料の整理等により
確認する⽅法とします。 

環 境 の 保 全 の た め
の措置の実施状況 

適宜 ⼯事開始から上記、
現地調査⽇まで 

⼯事資料の整理等により
確認する⽅法とします。 

振動 建 設 機 械 の 稼 働 に
伴う振動レベル 

居住環境が近接
する⻄側敷地の
⼯事区域境界付
近の３地点（⻄
側敷地の北⾯・
⻄⾯・南⾯）、東
側敷地の⼯事区
域境界付近の１
地点（東側敷地
の北⾯） 
図 2.1-1 参照 

１回 
（平⽇１⽇） 

予測時点（⼯事の最
盛期）における代表
的な１⽇（⼯事時間
に前後１時間を加え
た時間帯） 

「振動規制法施⾏規則」
（昭和 51 年 総理府令第 58
号）及び「振動レベル測定⽅
法」（JIS Z 8735）に準拠し、
１時間毎の 80％レンジの上
端値 L10 を測定する⽅法とし
ます。 

建 設 機 械 の 稼 働 台
数・概ねの稼働位置 

⼯事区域内 １回 
（平⽇１⽇） 

上記、現地調査⽇と
同⽇に実施 

⼯事資料の整理等により
確認する⽅法とします。 

環 境 の 保 全 の た め
の措置の実施状況 

適宜 ⼯事開始から上記、
現地調査⽇まで 

⼯事資料の整理等により
確認する⽅法とします。 
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図 2.1-1 ⼤気質・騒⾳・振動調査地点  
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2.2 評価書で記載した事後調査の実施内容に関する事項に検討を加えたもの 
「⽣物多様性」における注⽬すべき植物種（カワヂシャ、イトモ、タコノアシ、ミズキン

バイ）の調査頻度等について、具体的な記述として、移植は植物種毎に各１回⾏い、また移
植を実施した植物種は、翌年にモニタリングを植物種毎に各１回⾏うことなどを記載しまし
た。 

 
2.3 事後調査の実施時期及び事後調査結果報告書を提出する時期 

⼯事中の事後調査の実施予定時期及び事後調査結果報告書の提出予定時期は、表 2.3-1 に
⽰すとおりです。 

⼯事⼯程は、施⼯計画の詳細検討等により、評価書時点から更新しました。これにより、
評価書で⽰した⼯事の最盛期（予測対象時期）が変更となったため（⼯事開始後 5 ヶ⽉⽬→
７ヶ⽉⽬）、更新後の⼯事⼯程表に基づく⼯事の最盛期を踏まえ（表 1.7-2 参照）、建設機械
の稼働に伴う⼤気質・騒⾳・振動の現地調査の実施予定時期を設定しました。 

なお、今後の⼯事の進捗等に応じて、現地調査の実施時期及び事後調査結果報告書の提出
時期等が変わる可能性があります。 

 
2.4 事後調査の受託者 

事後調査の受託者：株式会社⽇本設計 
          代表取締役 千⿃ 義典 
          東京都新宿区⻄新宿⼆丁⽬ 1 番 1 号 
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表 2.3-1 事後調査⼯程表（⼯事中） 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
準備⼯事
道路拡幅⼯事
⼭留⼯事
地盤改良⼯事
杭⼯事
掘削⼯事
基礎躯体⼯事
地下/地上鉄⾻・躯体⼯事
外装⼯事
内装・設備⼯事
付属棟新築⼯事
外構⼯事
準備⼯事
道路拡幅⼯事
⼭留⼯事
杭⼯事
掘削⼯事
基礎躯体⼯事
地上鉄⾻・躯体⼯事
外装⼯事
内装・設備⼯事
外構⼯事

橋梁撤去⼯事
橋梁新設⼯事

●

●
●

●
●

〇 〇
（⼯事中その１） （⼯事中その２）

【凡例】
● ：調査時点（予定）

：調査期間（予定）
：整理・とりまとめ

⼟壌※ ⼟壌汚染対策法に基づく対応状況

建設機械の稼働に伴う⼤気質

環境の保全のための措置の実施状況

建設機械の稼働に伴う騒⾳レベル

建設機械の稼働台数・概ねの稼働位置

環境の保全のための措置の実施状況

建設機械の稼働に伴う振動レベル

建設機械の稼働台数・概ねの稼働位置

環境の保全のための措置の実施状況

騒⾳

振動

※：本事業にあたって、⼟壌汚染対策法第４条第１項（⼟壌汚染のおそれのある⼟地の形質変更が⾏われる場合の調査）に基づく届出を⾏いました。⼟壌汚染の項⽬は事後調査項⽬として選定した項⽬ではありませんが、今後、関係機関と協議の上、法令等に基づき適切な対応を図り、その結果については、事後調査結果報告書に記載します。

令和3年（2021年） 令和4年（2022年）
⽉

区
域

⼯事開始累積⽉
年 令和元年（2019年） 令和2年（2020年）

⻄
側
敷
地

東
側
敷
地

⽣物多様性
注⽬すべき植物種

環境の保全のための措置の実施状況

⼤気質

事後調査結果報告書(⼯事中)の提出予定時期

移植等（種毎に適切な時期に実施）
移植後のモニタリング（種毎に適切な時期に実施）

期間中の適宜

⼯事開始から現地調査⽇までの適宜

⼯事開始から現地調査⽇までの適宜

⼯事開始から現地調査⽇までの適宜

期間中の適宜



  

本書に掲載した地図の作成にあたっては、横浜市発⾏の1/2,500の地形図を使⽤しています。 
 




